
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

「とうほう遺言信託」記念キャンペーンの実施について 

 

東邦銀行（頭取 佐藤 稔）は、「とうほう遺言信託」の申込累計が１,０００件となったことを 

記念して、１１月１３日（月）よりキャンペーンを実施することを、お知らせいたします。 
 

「とうほう遺言信託」は、２０１７年６月の取扱い開始以降、人生１００年時代や終活・相続への

関心の高まりから、多くのご相談とお申込をいただいてまいりました。 

当行は、今後もお客さま一人ひとりに寄り添い、多様なニーズにお応えできるよう、相続に関する

コンサルティングの強化に努めてまいります。 

 

記 
 

１．キャンペーンの名称 

「とうほう遺言信託」記念キャンペーン 

２．キャンペーン期間 

        ２０２３年１１月１３日（月）から ２０２４年３月２９日（金）まで 

３．特典 

   下記の内容で、「ＱＵＯカード１０,０００円」をプレゼントいたします。 

４．内容 
 

 

 

 

 

 

 

(*1)ご契約者さま：遺言信託で遺言書を作成済みのお客さま。 

(*2)お申込中のお客さま：遺言信託で遺言書を作成完了予定のお客さま。 

 

 

 

 

 

 

 

プレゼント 

の対象者 

① 遺言信託を新規にお申込のお客さま 

② ご紹介による特典 

遺言信託のご契約者さま(*1) または お申込中のお客さま(*2)より、ご紹介を 

受けた方が遺言信託を新規にお申込された場合に、ご紹介者さまへプレゼント 
 

※ご紹介による特典は２名を上限とさせていただきます。 

※ご契約者さまへは当行より郵送でキャンペーンをご案内いたします。 
 

以 上 

東邦銀行グループでは、『とうほうＳＤＧｓ宣言』を制定し、 

グループ全体で地域経済の活性化や社会的課題の解決に向けた

取組みを通して“地域社会に貢献する会社へ”を目指しています。 

■関連するＳＤＧｓ 

２０２３年１１月８日  





東邦銀行が、

ご相続の手続きをお手伝いします。

す べ て を 地 域 の た め に

遺産整理業務


